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表紙

(電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項)

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求をい
ただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）には記載しておりま
せん。

第46回定時株主総会資料

●事業報告
「新株予約権等に関する事項」
「会計監査人の状況」
「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

●計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

第46期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）

株式会社ライトオン
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新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

新株予約権等に関する事項
⑴ 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新

株予約権の状況
該当事項はありません。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

⑶ その他の新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 55百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 55百万円

会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称　　有限責任 あずさ監査法人

⑵　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につい
て同意の判断をいたしました。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し
た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場
合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人の解任後最初に招集される株主総会にお
きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

⑷　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役会は会社の業務執行が適正に行われるようにするため、内部統制システムの構
築と会社による法令及び定款遵守の体制の確立に努める。また、監査役はこの内部統制
システムの有効性と機能を監査し、問題点の有無を取締役会に報告する。取締役会は、
問題点の把握と改善を行う。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、「文書管理規程」に基づ

き、適切な方法・期間で保管し、閲覧可能な状態を維持する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の所管部を管理本部とし、管理本部は、緊急時の連絡体制や行動指針

を定めるとともに、企業経営において損失が発生するようなリスク情報については、管
理本部に集約され、リスクに対して適切かつ迅速に対応できる体制を整える。また緊急
時においては、リスク回避策及びリスク対応策を策定する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定例取締役会を毎月開催するとともに必要に応じて適宜取締役会を開催し、取締役会

には監査役が出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行の妥当性、効率性を検証す
るなどの経営監視を行う。

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
業務部門から独立した内部監査室を設置し、使用人の業務執行状況の監査を行う。ま

た取締役及び使用人がコンプライアンス違反行為等を認知し、それを通報又は告発して
も、当該取締役及び使用人に不利益な扱いを行わない旨等の規程を整備し、社内不正行
為の未然防止や早期発見を的確に行うため、全役職員に周知徹底を図る。
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新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と
協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。監査役が指定する補助
すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役
の指揮命令は受けないものとする。

⑦監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示
の実効性の確保に関する事項

監査役を補助すべき使用人の任命・異動・人事権に係る事項の決定には、常勤監査役
の事前の同意を得るものとする。また監査役を補助すべき使用人の人事考課は、監査役
が行う。

監査役の職務を補助する使用人は、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査役の指
揮命令に従うものとする。

⑧取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体
制、報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

代表取締役及び担当取締役は、監査役の出席する取締役会等の重要な会議において、
業務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題の報告を行う。

また取締役、使用人は、監査役が報告を求めた場合は、迅速かつ適切に監査役に報告
を行う。

上記の監査役への報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取
り扱いをすることを禁止する。

⑨監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の処理について

は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用
又は債務を処理する。

⑩その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会・経営会議等のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況

を把握するため、必要に応じ重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務
執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることが
できる。また会計監査人及び内部監査室とは相互に連携を図り、各監査の実効性の確保
に努める。
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新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

⑪財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制
財務報告の適正性と信頼性を確保するため、必要な体制を内部監査室に設置する。内

部監査室は、財務報告に係るプロセスの統制が有効に機能しているかを定期的に評価
し、その評価結果を代表取締役に報告する。

⑫反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含めた一切

の関係を遮断し、不当要求には応じず、裏取引や資金提供は一切行わないものとする。
反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機

関と連携の上、法的に対応する。
反社会的勢力への対応については、組織全体として対応し、対応する従業員の安全を

確保する。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①コンプライアンス

「コンプライアンス規程」に基づき、従業員に対し、社内研修や会議体を通じて、コ
ンプライアンスに関する教育を実施することで、法令及び定款を遵守するための取組み
を継続的に行っております。また、「内部通報制度規程」に定める内部通報の制度につ
いても、従業員に対する周知を継続的に行っております。

②リスクマネジメント
「リスク管理マニュアル」に基づき、リスク回避及びリスク低減に努めました。ま

た、「非常時対応マニュアル」を整備し、災害時の対応などについて、従業員への周知
を図りました。

③内部監査体制
内部監査計画に基づき、業務監査を実施し、業務の適正化に努めました。

④財務報告に係る内部統制
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を勘案して評価範囲を決定し、当該財務報告

に係るプロセスにおける内部統制の有効性評価を実施いたしました。

－ 4 －



2025/10/27 15:36:27 / 25235117_株式会社ライトオン_招集通知

株主資本等変動計算書

( 2024年９月１日から2025年８月31日まで )
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

資 本
準備金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積立金

繰 越
利 益
剰 余 金

2024年９月１日　期首残高 6,195 1,481 3,769 5,251 78 4,000 △15,203 △11,125 △66 254
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 325 325 325 650
減 資 △6,420 △1,706 8,127 6,420 －
当 期 純 損 失 △449 △449 △449
欠 損 填 補 △11,125 △11,125 11,125 11,125 －
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 △6,095 △1,381 △2,998 △4,380 － － 10,676 10,676 △0 200
2025年８月31日　期末残高 100 100 771 871 78 4,000 △4,527 △449 △66 455

評価・換算差額等
新 株
予約権

純 資 産
合 計

その他
有価証
券評価
差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

評価・
換 算
差額等
合 計

2024年９月１日　期首残高 0 △3 △3 64 315
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 650
減 資 －
当 期 純 損 失 △449
欠 損 填 補 －
自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 0 3 4 △24 △19

当 期 変 動 額 合 計 0 3 4 △24 180
2025年８月31日　期末残高 1 － 1 40 496

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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継続企業の前提に関する注記、重要な会計方針に係る事項に関する注記

個別注記表
１.継続企業の前提に関する注記

当社は、当事業年度まで３期連続で営業損失、経常損失及び７期連続で当期純損失を計上し、当事業年度
においても継続して営業損失454百万円、経常損失752百万円、当期純損失449百万円、重要なマイナスの
営業キャッシュ・フロー4,225百万円を計上し、当事業年度末の貸借対照表の純資産額は496百万円となり
ました。

また、返済期日が１年内の借入金3,641百万円は手元資金578百万円に比して多額となっております。
これらの事象又は状況は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に該当しており

ます。
当社は、当該事象又は状況を解消すべく、当事業年度を初年度とする中期経営計画において、持続的成長

に向けた事業基盤の確立を目的とした聖域なきコスト構造改革に引き続き取り組んでまいります。
コスト構造改革の主な内容は以下のとおりです。
①不採算店舗の大規模な退店による収益性の向上。
②本部組織のスリム化と店舗人員最適化による人件費の削減。
③本部拠点の集約による賃借料及びその他の販売費及び一般管理費の削減。
④ＰＢ企画力の向上と生産背景見直しによる仕入原価率の低減。
⑤滞留在庫及び回転率の低い継続在庫の大幅圧縮による在庫水準の適正化。
当事業年度におきましては、中期経営計画のフェーズ１として、コスト構造改革の貫徹、組織安定化を掲

げ、収益性の向上に向けた不採算店舗110店舗の退店の実施、人員の最適化にむけた本部組織および店舗の
ブロック再編の実施、つくばと原宿の２拠点あった本部機能および、東西に２拠点あった物流機能の１拠点
への集約による賃借料の削減の実施、仕入原価率低減に向けた既存サプライヤーとの方針共有や新規サプラ
イヤーの開拓による原産国の見直しの実施、在庫水準の適正化に向けた前事業年度末に商品評価損を計上し
た滞留在庫及び回転率の低い継続在庫の販売消化促進などに取り組んでまいりました。

翌事業年度におきましては、中期経営計画のフェーズ２として、再成長への挑戦、事業安定化を掲げ、事
業面におきましてはＭＤ構成の抜本的見直しや仕入先の再構築、モノづくり体制の改革による既存事業の再
成長、また、粗利率の継続的な向上や再現性ある仕組みづくり、持続可能な業務体制の構築や育成・教育プ
ログラムの展開による持続的成長に向けた仕組みの整備、その他、信頼感の醸成やチャレンジ精神の奨励な
ど、成長に向けた強い意志をもった人材の育成に努めてまいります。

資金面では、既存の取引金融機関と資金計画等の協議を行い、2022年３月24日付で締結した株式会社三
菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとするタームローン契約について2025年３月26日付で変更契約書を締結いた
しました。また、2022年３月31日付で締結した株式会社千葉銀行との証書貸付契約について2025年３月
31日付で変更契約書を締結し、それぞれの財務制限条項の見直しが行われた結果、当事業年度の中間会計
期間末における財務制限条項への抵触は解消しております。また、2025年２月27日には、親会社である株
式会社W&Dインベストメントデザインから1,000百万円の資金調達を実行し、2025年３月31日には、株
式会社W&Dインベストメントデザインの株主である株式会社日本政策投資銀行が出資するDAYSパートナ
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継続企業の前提に関する注記、重要な会計方針に係る事項に関する注記

ー株式会社を無限責任組合員とする事業再生ファンドから1,000百万円の資金調達を実行するなど、手元流
動性を高めております。さらに、メインバンクである株式会社三菱UFJ銀行との当座貸越契約枠として
2,500百万円を設定するなど、構造改革による事業収支改善の遂行に必要な当面の運転資金を確保しており
ます。なお、今後、契約期限の更新や更なる支援が必要となった場合に支援が得られるよう、引き続き取引
金融機関等と緊密な連携を続けてまいります。

しかしながら、アパレル小売業の競争環境が厳しくなっている中で既存店売上高の収益性の向上が想定通
りに進まない場合、債務超過に陥るリスクや借入金にかかる財務制限条項に抵触するリスクがあります。

これらのリスクにより、事業運営のための十分な資金が確保できない可能性があるため、継続企業の前提
に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、計算書類及びその附属明細書は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要
な不確実性の影響を計算書類及びその附属明細書には反映しておりません。

⑴　資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

② デリバティブ取引 時価法
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

（リース資産を除く）

建物 ３～39年
構築物 10～30年

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備
を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備並びに構築
物については定額法）

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

　② 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づいております。
③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
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継続企業の前提に関する注記、重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑶　引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額
を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると
認められる額を計上しております。
ａ）退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末まで
の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており
ます。

ｂ）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしておりま
す。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を費用処理
することとしております。

④ 店舗閉鎖損失引当金 店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉鎖の意思決定が
なされた店舗について、将来発生が見込まれる費用または損失の額を計
上しております。
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継続企業の前提に関する注記、重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジ

について振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用してお
ります。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであり
ます。

ヘッジ手段：為替予約
ヘッジ対象：商品輸入による外貨建債権債務及び外貨建予定取引

ヘッジ方針 外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を
行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。

ヘッジの有効性評価の方法 振当処理によっている為替予約について、有効性の評価を省略してお
ります。

⑷　収益及び費用の計上基準
① 企業の主な事業における主な履行義務の内容

商品の販売…顧客に商品を引き渡す履行義務
② 企業が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）

商品の販売…当該履行義務は各商品の引渡しをもって充足していると判断していますので、
顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
また、オンラインショップ等の通信販売において、収益認識適用指針98項の要
件を満たすものは、商品を出荷した時点で収益を認識しております。

③ 企業が顧客に提供する財又はサービスの識別
一部の販売取引について、顧客への販売取引における当社の役割が代理人に該当する取引について

は、顧客への販売総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。代理人に
該当する取引とし、顧客に提供する前に支配しているか否かの判定は、商品の販売に対して主たる責任を
有していること、当該商品が顧客に提供される前等に在庫リスクを有していること及び当該商品の価格設
定において裁量権を有していること等の指標を考慮しております。

なお、他社が運営するポイントプログラムについては、販売時の取引価格から付与したポイント費用
相当額を差し引いた金額で収益を認識しております。

⑸　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

② その他
　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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会計上の見積りに関する注記

３．会計上の見積りに関する注記
　商品の評価
①当事業年度の計算書類に計上した金額
当事業年度の貸借対照表に計上した商品の金額は4,541百万円であり、売上原価に含まれる商品の収益

性の低下による期末商品に係る簿価切下げ額は4百万円であります。
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
商品の評価方法は売価還元法によっております。
当社の商品は、複数シーズン・年度にわたって仕入を継続する「継続在庫」と仕入を継続せず処分価格

での販売を行う「非継続在庫」とに区分しております。
「継続在庫」は計画保有数量への調整のため値引き販売される場合があります。当該在庫は、当期の販

売実績平均単価を正味売却価額とみなしております。「非継続在庫」は当事業年度の処分実績に基づく処
分見込価格を正味売却価額としております。
売価還元法による在庫原価計上金額が当該正味売却価額を上回る場合には、当該正味売却価額までの簿
価の切下げを実施しております。なお、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、将来の販売実績単価と異なった場合、翌事業年度の計算書類において、商品の簿
価の切下げ額に重要な影響を与える可能性があります。
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貸借対照表に関する注記

商品 4,541百万円

長期借入金 1,142百万円
（１年内返済予定の長期借入金を含む）
短期借入金 1,300百万円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 15,841百万円

未払金 ８百万円

当座貸越限度額 2,500百万円
借入実行残高 1,300百万円

差引額 1,200百万円

長期借入金 1,292百万円
（１年内返済予定の長期借入金を含む）

４．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

また、営業債権である売掛金及び未収入金のうち1,197百万円、敷金及び保証金のうち4,544百万円に
ついて自己信託を設定し、その信託受益権を当座貸越契約の担保に供しております。

⑶　関係会社に対する金銭債務（区分掲記したものを除く）

⑷　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当該契約
に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

⑸　当社における下記の借入金に関して、次のとおり財務制限条項が付されております。

2025年２月以降（同月を含む）の各四半期の末日における当社の単体の損益計算書上の経常損益及び
税引後損益の金額を、それぞれ３期連続して当該四半期会計期間に係る事業計画書上の経常損益の金額の
80％未満としないこと。（損失の場合は120％超としないこと。）
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損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記

営業取引による取引高 93百万円
　販売費及び一般管理費 93百万円
営業取引以外の取引による取引高 10百万円
　支払利息 10百万円

５．損益計算書に関する注記
⑴　関係会社との取引高

⑵　店舗閉鎖損失引当金戻入額
当社は、前事業年度において事業構造改革における退店計画に伴い発生する損失を店舗閉鎖損失としてお

り、店舗の退店計画の実行又は変更に伴い、店舗閉鎖損失引当金戻入額350百万円を計上しております。

⑶　債務免除益
当社は、2024年11月29日付で、有限会社藤原興産からの短期借入金の債務免除を受け、債務免除益

249百万円を計上しております。

⑷　退職給付制度終了益
当社の、事業構造改革における退店計画の実行に伴う従業員の退社が「退職給付制度期間の移行等に関す

る会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）に定める大量退職に該当するため、退職給付制度の一部終了
に準ずる会計処理を実施し、退職給付制度終了益134百万円を計上しております。
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損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記

用途 場所 種類 減損損失（百万円）

本社設備
本社

建物等 57

ソフトウエア 17

ソフトウエア仮勘定 31

本社設備計 106

店舗設備

北海道地区（１店舗） 建物等 0

東北地区　（11店舗） 建物等 10

関東地区　（73店舗） 建物等 142

中部地区　（21店舗） 建物等 2
近畿地区　（16店舗） 建物等 1

中国地区　（８店舗） 建物等 2

四国地区　（４店舗） 建物等 0

九州地区　（20店舗） 建物等 2

沖縄地区　（２店舗） 建物等 1

店舗設備計 163

合計 269

⑸　減損損失
①当社は以下の減損損失を計上しております。

資産のグルーピングの方法
資産のグルーピングは、主として店舗単位としております。ただし、本社設備については、独立したキ

ャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

回収可能価額の算定方法
グルーピングされた固定資産に減損の兆候があると認められる場合には、当該資産グループから得られ

る割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額とを比較することによって、減損損失の認識の要否を
判定しております。また、各資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に減損の
兆候が認められる場合には、共用資産が関連する資産グループに共用資産を含む、より大きな単位で減損
損失の認識の要否を判定しております。減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識しております。

当事業年度において、共用資産を含む、より大きな単位において営業活動から生ずる損益が継続してマ
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損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記

イナスとなっていることから、共用資産に減損の兆候があると判定しております。減損損失の認識の判定
にあたって、割引前将来キャッシュ・フローを見積もった結果、その総額がマイナスとなったため減損損
失の認識が必要と判定し、使用価値は零として、共用資産を含む固定資産の帳簿価額の全額を減損損失と
して認識しております。なお、回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額によっており
ます。正味売却価額については実質的な処分価値を踏まえ、零としております。また、使用価値について
は、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため零として算定しております。なお、割
引前将来キャッシュ・フローがマイナスのため割引率の記載は省略しております。

その結果、当事業年度の減損損失計上金額は269百万円（建物165百万円、工具、器具及び備品47百
万円、ソフトウエア17百万円、ソフトウエア仮勘定31百万円、その他7百万円）となっております。

（単位：株）
当事業年度期首

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式
普通株式 29,631,500 5,909,091 － 35,540,591

合計 29,631,500 5,909,091 － 35,540,591

（単位：株）
当事業年度期首

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

自己株式
普通株式 52,467 218 － 52,685

合計 52,467 218 － 52,685

６．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）発行済株式の増加は、第三者割当増資によるものであります。

⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

⑶　剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
該当事項はありません。
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損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記

2015年
（第８回）

ストック･オプション

2017年
（第９回）

ストック･オプション

2018年
（第10回）

ストック･オプション
目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式
目的となる株式の数 66,500株 31,000株 26,000株
新株予約権の残高 29百万円 6百万円 4百万円

⑷　当事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数

７．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また必要な資金については、主に親会社及び

銀行からの借入れにより調達しております。デリバティブは、外貨建債権債務に係る為替相場の変動リ
スクを回避するため及び借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方
針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金及び未収入金は、取引先等の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、取引先の信用状況を監視するとともに、取引先ごとの債権残高を随時把握することによってリ
スクの軽減を図っております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
すが、定期的に時価や発行会社の財務状況等を監視し、そのリスク状況を勘案して、保有状況を継続的
に見直すことで、リスクの軽減を図っております。

敷金及び保証金は、建物賃貸借契約等に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
当該リスクについては、差入先の信用状況を定期的に監視することを通じて、リスクの軽減を図ってお
ります。

営業債務である買掛金、電子記録債務、未払金、未払費用及び預り金は、１年以内の支払期日であり
ます。

長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。
③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記

貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

投資有価証券
その他有価証券 4 4 －

敷金及び保証金
貸倒引当金（※２）

4,553
△5

4,547 4,410 △137
資産計 4,552 4,414 △137

長期借入金（※３） 2,341 2,331 △10
負債計 2,341 2,331 △10

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 578 － － －
売掛金 908 － － －
未収入金 297 － － －
敷金及び保証金 1,622 2,497 433 －
合計 3,407 2,497 433 －

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内

（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）
５年超

（百万円）

長期借入金 1,341 1,000 － － － －
合計 1,341 1,000 － － － －

⑵　金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

当事業年度（2025年８月31日）

※１ 「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、
「未払金」、「未払費用」及び「預り金」は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額と近似するも
のであることから、記載を省略しております。

※２ 敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※３ １年内返済予定の長期借入金を含めております。

注１．金銭債権の決算日後の償還予定額

注２．長期借入金の決算日後の返済予定額

－ 16 －
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損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券

その他有価証券
株式 4 － － 4

資産計 4 － － 4

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金及び保証金 － 4,410 － 4,410

資産計 － 4,410 － 4,410
長期借入金 － 2,331 － 2,331

負債計 － 2,331 － 2,331

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。

①時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度（2025年８月31日）

②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度（2025年８月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は市場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
をレベル１の時価に分類しております。
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損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記

敷金及び保証金
時価は、返還予定時期に基づき、合理的に見積った将来キャッシュ・フロー をその期間に応じた無リス

クの利率で割り引いた現在価値から、信用リスクを考慮した貸倒見積額を控除した額によって算定してお
り、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算

定しており、レベル２の時価に分類しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の
対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合
に適用される合理的に見積られる利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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税効果会計に関する注記

繰延税金資産
未払金 41百万円
未払事業所税 11百万円
減価償却超過額 26百万円
減損損失 906百万円
資産除去債務 1,163百万円
店舗閉鎖損失引当金 125百万円
繰越欠損金 9,338百万円
その他 46百万円
繰延税金資産小計 11,659百万円
税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額（注） △9,338百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,320百万円
評価性引当額小計 △11,659百万円
繰延税金資産合計 －百万円
繰延税金負債
前払年金費用 △157百万円
その他 △0百万円
繰延税金負債合計 △157百万円
繰延税金負債の純額 △157百万円

８．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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税効果会計に関する注記

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

税務上の繰越欠損金
（※） － － 916 242
評価性引当額 － － △916 △242
繰延税金資産 － － － －

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

合計
（百万円）

税務上の繰越欠損金
（※） 1,897 6,282 9,338
評価性引当額 △1,897 △6,282 △9,338
繰延税金資産 － － －

（注）税務上の繰越欠損金額及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。

⑶　法人税率等の変更による影響
当社は、2024年11月29日開催の定時株主総会において、資本金及び資本準備金の減少を行い、これを
その他資本剰余金に振り替える決議を行い、同定時株主総会において承認可決されております。これによ
り、資本金減少の手続き完了後は、法人税法上及び地方税法上の中小法人等の要件を満たすことになりまし
た。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2025年９月１日以後
に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
また、2025年３月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が国会で成
立し、2026年９月１日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の30.46％から、

35.15％となります。その結果、当事業年度において繰延税金負債の金額が21百万円増加し、計上された法
人税等調整額が21百万円増加しております。
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関連当事者との取引に関する注記

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

親会社

株式会社
W&D
インベスト
メントデザ
イン

被所有
直接52.0％

資金の借入
役員の兼任

資金の借入
（注） 1,000 関係会社

長期借入金 1,000

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

その他の関係会
社の子会社

株式会社
idiom － 商品の

仕入
商品の仕入
（注）１． 337 買掛金

電子記録債務
163
133

その他の関係会
社

有限会社
藤原興産
（注）２

－
当社元取締
役及びその
近親者の資
産管理会社

第三者割当
増資
（注）２．
資金の返済
（注）３．４．
債務免除益
（注）３．

650

650

249

－

－

－

－

－

－

９．関連当事者との取引に関する注記
　⑴親会社及び法人主要株主

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）資金の借入利率については、市場金利を勘案して決定しております。

　⑵関係会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．商品の仕入価格、代金決済方法等については、業界の慣習等を考慮し、交渉の上一般的な取引価

格と同様に決定しております。
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関連当事者との取引に関する注記

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

親会社の役員が
代表を務める
会社等

DAYSパー
トナー1号
投資事業有
限責任組合
（注）１．

－ 資金の借入 資金の借入
（注）２． 1,000 短期借入金 1,000

２．有限会社藤原興産は、2024年11月29日に当社の行った第三者割当増資を1株につき110円で引
き受けたことにより、当社のその他の関係会社に該当することとなりました。さらに、株式会社
W&Dインベストメントデザインによる当社株式に対する公開買付への応募により、2025年１
月16日付で当社のその他の関係会社ではなくなりました。
有限会社藤原興産との取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しております。
有限会社藤原興産は期末時点では関連当事者に該当しないため、議決権等の被所有割合及び期末
残高は記載しておりません。

３．当社は、2024年11月29日に有限会社藤原興産からの借入金900百万円のうち650百万円を返
済し、残額については債務免除を受け、債務免除益249百万円を計上しております。

４．資金の借入利率については、市場金利を勘案して決定しております。

　⑶親会社の役員及びその近親者

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．親会社である株式会社W&Dインベストメントデザインの取締役が、DAYSパートナー1号投資事

業有限責任組合の無限責任組合員であるDAYSパートナー株式会社の代表を務めております。
２．資金の借入利率については、市場金利を勘案して決定しております。
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収益認識に関する注記、１株当たり情報に関する注記

金額
ボトムス 11,873
カットソー・ニット 7,448
シャツ・アウター 4,543
その他 4,264
顧客との契約から生じる収益 28,130
その他の収益 －
外部顧客への売上高 28,130

当事業年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,278
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 908

10．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「２．重要な会計方針に係る事項に関する注記　⑷　収益及び

費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶　当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
（単位：百万円）

１株当たり純資産額 12円85銭
１株当たり当期純損失 13円19銭

当期純損失 449百万円
普通株主に帰属しない金額 －百万円
普通株式に係る当期純損失 449百万円
普通株式の期中平均株式数 34,047,181株

11．１株当たり情報に関する注記

（注）１株当たり当期純損失の算定上の基礎
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退職給付に関する注記

退職給付債務の期首残高 1,116百万円
勤務費用 201百万円
利息費用 9百万円
数理計算上の差異の発生額 △49百万円
退職給付の支払額 △437百万円
大量退職による減少額 △36百万円
退職給付債務の期末残高 802百万円

年金資産の期首残高 1,814百万円
期待運用収益 18百万円
数理計算上の差異の発生額 △4百万円
事業主からの拠出額 87百万円
退職給付の支払額 △437百万円
年金資産の期末残高 1,478百万円

積立型制度の退職給付債務 802百万円
年金資産 △1,478百万円

△675百万円
未認識数理計算上の差異 162百万円
未認識過去勤務費用 65百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △447百万円

前払年金費用 △447百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △447百万円

12．退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度の概要

当社は、退職給付制度について規約型確定給付企業年金制度を採用しております。

⑵　確定給付制度
①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表

③退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された
退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
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退職給付に関する注記

勤務費用 201百万円
利息費用 9百万円
期待運用収益 △18百万円
数理計算上の差異の費用処理額 △100百万円
過去勤務費用の費用処理額 △45百万円
確定給付制度に係る退職給付費用 47百万円
退職給付制度終了益 134百万円

一般勘定 68％
債券 19％
株式 7％
現金及び預金 4％
その他 2％
合　計 100％

④退職給付費用及びその内訳項目の金額

⑤年金資産に関する事項
ａ）年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

ｂ）長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産

を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

⑥数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度における主要な数理計算上の計算基礎
割引率　　　　　　　1.4％
長期期待運用収益率　1.0％

⑶　確定拠出制度
該当事項はありません。
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ストック・オプションに関する注記

販売費及び一般管理費　給与手当 －百万円

新株予約権戻入益 24百万円

2015年
（第８回）

ストック・オプション

2017年
（第９回）

ストック・オプション

2018年
（第10回）

ストック・オプション
付与対象者の
区分及び人数 当社従業員 226名 当社取締役 １名

当社従業員 12名
当社取締役 ２名
当社従業員 17名

株式の種類及
びストック・
オプションの
数（注）

普通株式 199,500株 普通株式 120,000株 普通株式 98,000株

付与日 2015年11月24日 2017年11月24日 2018年11月16日
権利確定条件 該当はありません 該当はありません 該当はありません

対象勤務期間 対象勤務期間の定め
はありません

対象勤務期間の定め
はありません

対象勤務期間の定め
はありません

権利行使期間 自2018年11月25日
至2025年11月18日

自2020年11月25日
至2027年11月16日

自2021年11月23日
至2028年11月15日

13．ストック・オプションに関する注記
⑴　費用計上額及び科目名

⑵　権利不行使による失効により利益として計上した金額

⑶　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
① ストック・オプションの内容

（注）株式数に換算して記載しております。
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ストック・オプションに関する注記

2015年
（第８回）

ストック・オプション

2017年
（第９回）

ストック・オプション

2018年
（第10回）

ストック・オプション
権利確定前（株）

当事業年度期首 － － －
付与 － － －
失効 － － －
権利確定 － － －
未確定残 － － －

権利確定後（株）
当事業年度期首 109,500 38,000 47,000
権利確定 － － －
権利行使 － －
失効 43,000 7,000 21,000
未行使残 66,500 31,000 26,000

2015年
（第８回）

ストック・オプション

2017年
（第９回）

ストック・オプション

2018年
（第10回）

ストック・オプション
権利行使価格
（円） 1,524 920 927

行使時平均株価
（円） － － －

付与日における公
正な評価単価
（円）

439 204 188

② ストック・オプションの規模及びその変動状況
　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について
は、株式数に換算して記載しております。
ａ）ストック・オプションの数

ｂ）単価情報

⑷　ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。

－ 27 －
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資産除去債務に関する注記、重要な後発事象に関する注記

期首残高 4,609百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 50百万円
時の経過による調整額 2百万円
資産除去債務の履行による減少額 △1,708百万円
期末残高 2,954百万円

14．資産除去債務に関する注記
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
⑴　当該資産除去債務の概要

不動産賃貸借契約に基づく賃貸期間終了時における原状回復義務であります。

⑵　当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を不動産賃貸借契約期間と見積り、割引率は当該契約年数に応じた国債の利回りを参考

に0.0％～2.2％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

⑶　当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

15．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

－ 28 －
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